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関西の金融機関初！地域への寄付スキームを備えた 

ＥＳＧ投資ファンドの取り扱いを開始 

京都銀行（頭取 土井 伸宏）は、２０２１年１月２５日（月）から、追加型投資信託「グロ

ーバルＥＳＧバランスファンド」の取り扱いを開始しますのでお知らせいたします。 

本商品は、ＥＳＧの観点から銘柄選定を行い、世界各国の債券、株式、ＲＥＩＴへの分散投資

を行う投資信託です。委託会社である野村アセットマネジメント株式会社が創設した寄付スキー

ムを備える本商品では、地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の仕組みを活用し、当行の販

売残高に応じて、同社が収益の一部を京都府のＳＤＧｓ関連事業へ寄付いたします。これにより、

お客さまは本商品への投資を通じて、ＥＳＧ投資および地域経済の持続的発展に貢献することが

できます。 

当行では、今後もさまざまなお客さまの資産運用ニーズにお応えできるよう、商品やサービス

の充実に努めるとともに、持続可能な経済成長の実現に貢献してまいります。 

  なお、投資信託は預金ではありませんので、元本保証等はありません。詳しい商品内容等は  

窓口でお問い合わせください。 

記

１．新たに販売を開始する商品 

ファンド名 商品分類 運用会社 

グローバルＥＳＧバランスファンド 

（為替ヘッジなし） 

年２回決算型／隔月分配型 
愛称：ブルー・アース 

追加型投信/内外/資産複合 野村アセットマネジメント 

２．主な特徴 

・ＥＳＧの観点から銘柄選定を行い、世界各国の債券、株式、ＲＥＩＴへの分散投資を行います。 

・当行の販売残高に応じて、委託会社である野村アセットマネジメントが地方創生応援税制（企業版ふ

るさと納税）を利用し、京都府のＳＤＧｓ関連事業へ寄付いたします。 

３．取扱開始日 

２０２１年１月２５日（月） 

以  上 
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＜寄付スキームイメージ図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以  上 

 

京都銀行グループでは、従来から「地域社会の繁栄に奉仕する」という経営理念に基づいた企業活動
を行ってまいりました。今後も経営理念のより一層高いレベルでの実践であるSDGs達成に向け、地
域の社会課題の解決に貢献してまいります。なお、関連するプレスリリースにその目標である SDGs
のアイコンを明示しております。 

【SDGs】2015年9月に国連で採択された、経済・社会・環境のあり方についての2030年までの
世界共通目標。17のゴールと169のターゲットで構成されている。 
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＜投資信託に関するご注意事項について＞ 

 

● 投資信託をご購入の際は、最新の投資信託説明書（目論見書）等により必ず内容を十分ご確認のうえ、   

ご自身でご判断ください。投資信託説明書（目論見書）等は、京都銀行の本支店等にご用意しております。 

● 投資信託は、預金ではありません。 

● 銀行で取扱う投資信託は、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。 

● 投資信託は、値動きのある債券・不動産投信・株式などの有価証券（外国証券については為替変動リスク

もあります）等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本および分配金が保証

されるものではなく、元本を割り込むことがあります。 

● 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。 

● 投資信託には、買付時のお申込手数料（申込金額に対し最高 3.30％＜税込＞）ならびに換金時の信託財産留

保額（基準価額に対し最高0.5％）が必要となり、保有期間中は信託報酬（純資産総額に対し最高年率2.16％

＜税込＞）、監査費用、売買委託手数料、外貨建資産の保管などに要する費用等が信託財産から支払われます。

また、一部のファンドでは、解約時に解約手数料（１万口あたり最高 110 円＜税込＞）が必要なものがあり

ます。ファンド毎に異なりますので、詳細は投資信託説明書（目論見書）等によりご確認ください。 

※記載している手数料は、2021年 1月 8日時点における当行取扱商品の中で最高の料率のものを表示して

おります。 

※これら手数料・費用等の合計額については、申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示する

ことができません。 

● ファンドによっては、お取扱いできない日や大口の換金について制限がある場合があります。また、証券

取引所等の取引停止などやむを得ない事情があるときは、ご購入・ご換金の申込受付を中止すること等が

あります。 

● 当初定められた信託期間の終了（償還）の他、残存口数がファンド所定の口数を下回った場合等には、信

託期間の途中で信託が終了（繰上償還）されることがあります。 

● 京都銀行は販売会社であり、設定・運用は各運用会社（投資信託委託会社）が行います。 

● この資料は、京都銀行が作成したものです。 

 

商  号 ： 株式会社京都銀行（登録金融機関）  

登録番号 ： 近畿財務局長（登金）第 10号  

加入協会 ： 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会  


